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◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律�

�

（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日
法
律
第
七
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
五
年
一
一
月
一
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
麻
生
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
特
別
会
計
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由

及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
国
全
体
の
財
政
の
一
層
の
効
率
化
及
び
透
明
化
を
図
る

た
め
、
特
別
会
計
及
び
そ
の
勘
定
等
に
つ
き
ま
し
て
、
廃
止
、
統
合
等
を

行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
本
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
御
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
に
、
特
別
会
計
の
設
置
、
管
理
及
び
経
理
に
関
し
、
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
事
務
及
び
事
業
の
実
施
、
区
分
経
理
の
必
要
性
の
不
断
の
見
直

し
、
租
税
収
入
を
一
般
会
計
に
計
上
す
る
こ
と
に
よ
る
財
政
状
況
の
総
覧

性
の
確
保
、
特
別
会
計
に
お
け
る
経
理
の
区
分
の
あ
り
方
の
不
断
の
見
直

し
、
剰
余
金
の
適
切
な
処
理
並
び
に
資
産
及
び
負
債
等
の
財
務
情
報
の
開

示
を
特
別
会
計
に
共
通
す
る
基
本
理
念
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
特
別
会
計
及
び
そ
の
勘
定
の
整
理
合
理
化
を
図
る
た
め
、
社

会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
勘
定
及
び
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
農
業

経
営
基
盤
強
化
勘
定
を
廃
止
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
食
料
安
定
供
給
特
別

会
計
、
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
及
び
漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保

険
特
別
会
計
を
統
合
す
る
等
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま

す
。第

三
に
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
つ
き
ま
し
て
、
前
倒
し
債
の
発

行
収
入
金
を
翌
年
度
の
歳
入
に
組
み
入
れ
る
こ
と
と
す
る
規
定
の
整
備
等

を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
外
国
為
替
資
金
特
別

会
計
に
つ
き
ま
し
て
、
毎
会
計
年
度
の
剰
余
金
の
う
ち
、
同
会
計
の
健
全

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ

る
と
と
も
に
、
積
立
金
の
廃
止
等
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
旧
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
に
関
す
る
歳
入
歳
出
の
別
途
整
理

を
取
り
や
め
る
と
と
も
に
、
経
済
基
盤
強
化
の
た
め
の
資
金
に
関
す
る
法

律
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ
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一
〇

し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
五
年
一
一
月
七
日
）

○
林
田
彪
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、国
全
体
の
財
政
の
一
層
の
効
率
化
及
び
透
明
化
を
図
る
た
め
、

特
別
会
計
の
廃
止
・
統
合
そ
の
他
の
特
別
会
計
の
改
革
の
た
め
の
措
置
等

を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
月
三
十
一
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
一
月
一
日

麻
生
財
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
六
日
、
質
疑
に

入
り
、
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、
本
案
に
対
し
、
小
池
政
就
君
か
ら
、
み
ん
な
の
党
の
提

案
に
係
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は
賛
成

少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
五
年
一
一
月
六
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
度
予
算
の
編
成
も
含

め
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

本
法
律
に
お
い
て
新
た
に
規
定
さ
れ
た
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
政
府

は
引
き
続
き
、
特
別
会
計
に
お
い
て
経
理
さ
れ
る
事
務
及
び
事
業
の
効

果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
、
区
分
経
理
の
必
要
性
、
特
別
会
計
の
資
産

及
び
負
債
の
適
切
な
取
扱
い
、
特
別
会
計
の
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る

情
報
公
開
に
つ
い
て
不
断
に
検
証
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一　

各
特
別
会
計
の
積
立
金
又
は
資
金
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
国
の
財
政

が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
特
別
会

計
の
必
要
な
水
準
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
各
特

別
会
計
の
積
立
金
又
は
資
金
の
額
が
必
要
な
水
準
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
と
き
は
、
そ
の
性
格
を
踏
ま
え
、
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
を
一
般

会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

一　

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
制
度
の
廃
止
後
に
お
い
て
、
繰

替
使
用
で
は
な
く
財
投
預
託
金
を
減
額
し
、
そ
れ
に
よ
り
政
府
短
期
証

券
を
償
還
す
る
こ
と
。
同
特
別
会
計
の
外
国
為
替
等
の
一
部
の
運
用
を

民
間
委
託
す
る
場
合
、
為
替
市
場
へ
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
責
任
の

明
確
化
の
観
点
も
踏
ま
え
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
慎
重
な
運
用
に

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、同
特
別
会
計
の
剰
余
金
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、



特
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す
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一
一

今
回
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
財
政
事
情
に
配
慮
し
つ
つ
、
政
府
短
期

証
券
の
償
還
に
優
先
的
に
充
て
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

一　

財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
進
捗
に
応
じ
て
国
債
整

理
基
金
特
別
会
計
を
適
正
な
規
模
に
す
る
こ
と
。

一　

区
分
経
理
の
必
要
性
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
内

で
の
検
証
を
踏
ま
え
、
森
林
保
険
特
別
会
計
、
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
、

自
動
車
安
全
特
別
会
計
に
つ
き
早
期
に
結
論
を
得
て
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告

�

（
平
成
二
五
年
一
一
月
一
五
日
）

○
塚
田
一
郎
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
国
全
体
の
財
政
の
一
層
の
効
率
化
及
び
透
明
化
を
図
る

た
め
、
特
別
会
計
及
び
そ
の
勘
定
の
廃
止
、
統
合
等
の
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
旧
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
の
決
算
等
の
整
理
に
つ
い
て
の
経
過

措
置
を
廃
止
す
る
等
の
ほ
か
、
経
済
基
盤
強
化
の
た
め
の
資
金
に
関
す
る

法
律
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
特
別
会
計
改
革
の
今
後
の
方
向
性
、
特
別

会
計
の
統
廃
合
に
よ
る
政
策
効
果
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
を
見
直
す

こ
と
の
意
義
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
五
年
一
一
月
一
四
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
案
の
成
立
に
よ
り
新
た
に
規
定
さ

れ
る
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
に
的

確
に
対
応
し
て
、
区
分
経
理
の
必
要
性
に
つ
き
不
断
の
見
直
し
と
検
証

を
行
う
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
無
駄
の
排
除
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

特
別
会
計
の
透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
事
務
・
事
業
の
内
容
や
資

産
・
負
債
の
状
況
に
つ
い
て
一
層
の
情
報
開
示
に
努
め
る
こ
と
。

一　

特
別
会
計
の
積
立
金
・
資
金
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
、
多
く
の

特
別
会
計
に
お
い
て
、
そ
の
保
有
す
べ
き
規
模
、
水
準
等
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
に
必
要
な
規
模
・
水
準

に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
必
要
性
、
積
立

基
準
や
規
模
・
水
準
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
。

一　

財
政
資
金
の
一
層
の
効
率
的
・
効
果
的
な
活
用
を
図
る
た
め
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
財
源
と
す
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
可
能
な



特
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す
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一
二

限
り
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余
金

の
縮
減
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
発
生
し
た
剰
余
金
に
つ
い
て
は
、

毎
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
可
能
な
限
り
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
。

一　

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
積
立
金
制
度
の
廃
止
後
に

お
い
て
、
財
投
預
託
金
を
減
額
し
、
そ
れ
に
よ
り
政
府
短
期
証
券
を
償

還
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
産
・
債
務
の
残
高
を
縮
減
す
る
こ
と
。
ま
た
、

同
特
別
会
計
の
外
国
為
替
資
金
の
一
部
運
用
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等

に
委
託
す
る
場
合
等
に
は
、
為
替
市
場
へ
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
責

任
の
明
確
化
の
観
点
も
踏
ま
え
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
慎
重
な
運

用
に
努
め
る
こ
と
。

一　

国
債
残
高
が
累
増
し
、
借
換
国
債
を
含
め
た
国
債
発
行
額
が
巨
額
と

な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
市
場
と
の
対
話
を
重
視
し
た
国
債
管
理
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
債
の
安
定
消
化
に
向
け
て
、
国
債
発
行
・
流

通
市
場
の
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

　

右
決
議
す
る
。


